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確定申告もしくは住民税申告が

必要な場合があります。

確定申告が

必要です。

※２

主な給与（年末調整済みの給与）以外の給与の収入金

額と、給与以外のその他の所得金額の合計が20万円

を超えますか？

年間の公的年金の収入が 400万円以下であり、かつ、

公的年金以外の所得金額が 20万円以下ですか？

確定申告は不要ですが、住民税申告が必要です。

（ただし、所得税においても各種控除を受けよ

うとする場合は確定申告が必要です。）

※２

給与以外の所得は公

的年金のみですか？

申告の必要はありません。

確定申告は不要ですが、住民税申告が必要です。

勤務先から湯沢町へ「給与支払報告書」

が提出されていますか？（勤務先の担

当者に確認してください。）

所得税の還付申告をしますか？

年末調整で申告した以外の各種控除

（扶養控除、医療費、寄附金控除等）を

申告しますか？

収入は 1 か所からの

給与のみ（他の収入

はない）ですか？

申告の必要はありません。

確定申告・住民税申告の申告判定表
・申告の必要有無、申告書の種類の判断にご活用ください。
・確定申告とは、所得税の申告のことです。
・�住民税申告とは、町・県民税の申告のことです。確定申告をした場合には、住民税申告をする必要はありません。

令和８年 1 月 1 日に住民登録の

ある市区町村に確認してください。

※ 1 �年金所得者に係る確定申告不要制度について
次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所
得税の確定申告は必要ありません。
①�公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。）の収

入金額が 400 万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下
上記の場合でも、確定申告をすれば税金が戻る方は、還付申告を行うこと
により税金が還付されます。
　この制度により確定申告をしない場合でも、医療費控除、生命保険料控
除、寄附金控除などの各種控除の適用を受けたい場合や、公的年金等に係
る雑所得以外の所得があるときは、住民税申告をしてください。

※ 2 �事業所得等がある場合は、各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、
残額がある場合（納税すべき所得税がある場合）には、確定申告が必要です。

確定申告は不要ですが、収入がな

い旨の住民税申告をしてください。

（申告がないと所得証明書等の発行

ができなかったり、国民健康保険

税等の軽減が適用されません。）

は　い：
いいえ：

令和７年中の収入は、公的年金の

みですか？（個人年金は、公的年

金に含まれません。）

【参考】年金所得者に
係る確定申告不要制度

年末調整が済んでいますか？

令和７年中に給与収入があり

ましたか？

令和７年中に収入がありまし

たか？（この収入には遺族年

金・障害年金・失業保険等の

非課税所得・生活扶助は含ま

れません）

令和８年 1 月 1 日に湯沢町

に住民登録されていますか？ス
タ
ー
ト

◆�この判定表は、個々のケースによっては当てはま
らない場合もありますので、ご不明の場合はお問
い合わせください。

公的年金の源泉徴収票に

記載のある控除以外の扶

養控除や各種控除を申告

しますか？

※�扶養控除を取り消す場合は、確

定申告もしくは住民税申告が

必要です。

※１

確定申告・住民税申告のご案内

 湯沢町役場 税務課　☎ 025 ー 784 ー 3452

　  小千谷税務署　　　 ☎ 0258 ー 83 ー 2090

※１


